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別 表  

 

上場適格性調査に係る調査項目 

 

Ⅰ．株券（アンビシャスを除く） 

 

株券上場審査基準第２条及び株券上場審査基準の取扱い１．（２）に規定する以下の基準 

株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

１．企業の継続性及び収益性 

継続的に事業を営み、かつ、経営成績の見通しが

良好なものであること。 

 

２．企業経営の健全性 

事業を公正かつ忠実に遂行していること。 

 

３．企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性 

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適

切に整備され、機能していること。 

 

４．企業内容等の開示の適正性 

企業内容等の開示を適正に行うことができる状

況にあること。 

 

５．その他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項 

 

以下の基準に適合していること。 

１．企業の継続性及び収益性 

(1) 新規上場申請者の企業グループの利益計画及

び収支計画に合理性があること。 

 

(2) 新規上場申請者の企業グループの今後の損益

及び収支の見通しが良好なものであること。この

場合において、新規上場申請者の企業グループ

が、次の①から③までのいずれかに該当するとき

は、今後の損益及び収支の見通しが良好なものと

して取り扱うものとする。 

① 新規上場申請者の企業グループの最近にお

ける損益及び収支の水準を維持することがで

きる合理的な見込みがあるとき。 

② 新規上場申請者の企業グループの損益又は

収支が悪化している場合において、当該企業グ

ループの損益又は収支の水準の今後における

回復が客観的な事実に基づき見込まれるなど

当該状況の改善が認められるとき。 

③ 新規上場申請者の企業グループの最近にお

ける損益又は収支が良好でない場合において、

当該企業グループが近い将来に相応の利益を

計上することが合理的に見込まれ、かつ、当該

企業グループの今後における損益又は収支の

回復又は改善が客観的な事実に基づき認めら

れるとき。 

 

(3) 新規上場申請者の企業グループの経営活動

（事業活動並びに投資活動及び財務活動をいう。

以下同じ。）が、次の①から④までに掲げる事項
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

その他の事項から、安定かつ継続的に遂行するこ

とができる状況にあると認められること。 

 ① 新規上場申請者の企業グループの事業活動

が、次のａ及びｂに掲げる状況にあること。 

  ａ 仕入れ、生産、販売の状況、取引先との取

引実績並びに製商品・サービスの特徴及び需

要動向その他の事業の遂行に関する状況に

照らして、事業活動が安定かつ継続的に遂行

することができる状況にあること。 

  ｂ 企業グループの構造が、継続的な事業活動

の遂行を著しく妨げるものでないこと。 

 ② 新規上場申請者の企業グループの設備投資

及び事業投資等の投資活動が、投資状況の推

移及び今後の見通し等の状況に照らして、経

営活動の継続性に支障を来す状況にないこ

と。 

 ③ 新規上場申請者の企業グループの資金調達

等の財務活動が、財務状況の推移及び今後の

見通し等に照らして、経営活動の継続性に支

障を来す状況にないこと。 

 ④ 新規上場申請者の企業グループの主要な事

業活動の前提となる事項（主要な業務又は製

商品に係る許可、認可、免許若しくは登録又

は販売代理店契約若しくは生産委託契約をい

う。以下同じ。）について、その継続に支障

を来す要因が発生している状況が見られない

こと。 

 

２．企業経営の健全性 

(1) 新規上場申請者の企業グループが、次の①及

び②に掲げる事項その他の事項から、その関連当

事者その他の特定の者との間で、取引行為（間接

的な取引行為及び無償の役務の提供及び享受を

含む。以下同じ。）その他の経営活動を通じて不

当に利益を供与又は享受していないと認められ

ること。 

 ① 新規上場申請者の企業グループとその関連



3 

株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

当事者（財務諸表等規則第８条第 17 項に掲げ

る関連当事者をいう。以下同じ。）その他の特

定の者との間に取引が発生している場合にお

いて、当該取引が取引を継続する合理性及び取

引価格を含めた取引条件の妥当性を有するこ

と。 

 ② 新規上場申請者の企業グループの関連当事

者その他の特定の者が自己の利益を優先する

ことにより、新規上場申請者の企業グループの

利益が不当に損なわれる状況にないこと。 

 

(2) 新規上場申請者の役員（取締役、会計参与（会

計参与が法人であるときはその職務を行うべき

社員を含む。以下同じ。）、監査役又は執行役（理

事及び監事その他これらに準ずるものを含む。）。

以下同じ。）の相互の親族関係、その構成、勤務

実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況

が、当該新規上場申請者の役員としての公正、忠

実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施

を損なう状況でないと認められること。この場合

において、新規上場申請者の取締役、会計参与又

は執行役その他これらに準ずるものの配偶者並

びに二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任しているとき

は、有効な監査の実施を損なう状況にあるとみな

すものとする。 

 

(3) 新規上場申請者が親会社等を有している場合

（上場後最初に終了する事業年度の末日までに

親会社等を有しないこととなる見込みがある場

合を除く。）には、次の①から③までに掲げる事

項その他の事項から、新規上場申請者の企業グル

ープの経営活動が当該親会社等からの独立性を

有する状況にあると認められること。 

 ① 新規上場申請者の企業グループの事業内容

と親会社等の企業グループ（新規上場申請者の

企業グループを除く。以下同じ。）の事業内容
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

の関連性、親会社等の企業グループからの事業

調整の状況及びその可能性その他の事項を踏

まえ、事実上、当該親会社等の一事業部門と認

められる状況にないこと。 

 ② 新規上場申請者の企業グループ又は親会社

等の企業グループが、通常の取引の条件（例え

ば市場の実勢価格をいう。以下同じ。）と著し

く異なる条件での取引等、当該親会社等又は当

該新規上場申請者の企業グループの不利益と

なる取引行為を強制又は誘引していないこと。

 ③ 新規上場申請者の企業グループの出向者の

受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておら

ず、継続的な経営活動を阻害するものでないと

認められること。 

 

３．企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性 

(1) 新規上場申請者の企業グループの役員の適正

な職務の執行を確保するための体制が、次の①及

び②に掲げる事項その他の事項から、適切に整

備、運用されている状況にあると認められるこ

と。 

 ① 新規上場申請者の企業グループの役員の職

務の執行に対する有効な牽制及び監査が実施

できる機関設計及び役員構成であること。こ

の場合において、新規上場申請者は、企業行

動規範に関する規則第７条から第９条までの

規定を尊重するものとする。 

 ② 新規上場申請者の企業グループにおいて、企

業の継続及び効率的な経営の為に役員の職務

の執行に対する牽制及び監査が実施され、有

効に機能していること。 

 

(2) 新規上場申請者及びその企業グループが経営

活動を有効に行うため、その内部管理体制が、次

の①及び②に掲げる事項その他の事項から、適切

に整備、運用されている状況にあると認められる
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

こと。 

 ① 新規上場申請者の企業グループの経営活動

の効率性及び内部牽制機能を確保するに当た

って必要な経営管理組織（社内諸規則を含む。

以下同じ。）が、適切に整備、運用されている

状況にあること。 

 ② 新規上場申請者の企業グループの内部監査

体制が、適切に整備、運用されている状況にあ

ること。 

 

(3) 新規上場申請者の企業グループの経営活動の

安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制

の維持のために必要な人員が確保されている状

況にあると認められること。 

 

(4) 新規上場申請者の企業グループがその実態に

即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会

計組織が、適切に整備、運用されている状況に

あると認められること。 

 

(5) 新規上場申請者の企業グループにおいて、そ

の経営活動その他の事項に関する法令等を遵守

するための有効な体制が、適切に整備、運用さ

れ、また、最近において重大な法令違反を犯し

ておらず、今後においても重大な法令違反とな

るおそれのある行為を行っていない状況にある

と認められること。 

 

４．企業内容等の開示の適正性 

(1) 新規上場申請者の企業グループが、経営に重

大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管

理し、投資者に対して適時、適切に開示すること

ができる状況にあると認められること。また、内

部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められるこ

と。 
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

(2) 新規上場申請書類のうち企業内容の開示に係

るものについて、法令等に準じて作成されてお

り、かつ、次の①及び②に掲げる事項その他の事

項が適切に記載されていると認められること。 

 ① 新規上場申請者及びその企業グループの財

政状態及び経営成績、役員・大株主・関係会社

等に関する重要事項等の投資者の投資判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

 ② 新規上場申請者の企業グループの主要な事

業活動の前提となる事項に係る次のａからｄ

までに掲げる事項 

  ａ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項の内容 

  ｂ 許認可等の有効期間その他の期限が法令

又は契約等により定められている場合には、

当該期限 

  ｃ 許認可等の取消し、解約その他の事由が法

令又は契約等により定められている場合に

は、当該事由 

  ｄ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項について、その継

続に支障を来す要因が発生していない旨及

び当該要因が発生した場合に事業活動に重

大な影響を及ぼす旨 

(3) 新規上場申請者の企業グループが、その関連

当事者その他の特定の者との間の取引行為又は

株式の所有割合の調整等により、新規上場申請

者の企業グループの実態の開示を歪めていない

こと。 

 

(4) 新規上場申請者が親会社等を有している場合

（上場後最初に終了する事業年度の末日までに

親会社等を有しないこととなる見込みがある場

合を除く。）には、当該親会社等の開示が有効

であるものとして、次の①又は②のいずれかに

該当すること。 

 ① 新規上場申請者の親会社等（親会社等が複数
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

ある場合には、新規上場申請者に与える影響が

最も大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるときは、い

ずれか一つの会社をいう。以下このイ及びロに

おいて同じ。）が発行する株券等が国内の金融

商品取引所に上場されていること（当該親会社

等が発行する株券等が外国の金融商品取引所

等において上場又は継続的に取引されており、

かつ、当該親会社等又は当該外国の金融商品取

引所等が所在する国における企業内容の開示

の状況が著しく投資者保護に欠けると認めら

れない場合を含む。）。 

 ② 新規上場申請者が、その経営に重大な影響を

与える親会社等（前イに適合する親会社等を除

く。）に関する事実等の会社情報を適切に把握

することができる状況にあり、当該親会社等が

次のａ又はｂ及びｃに掲げる事項に同意する

ことについて書面により確約すること。 

  ａ 新規上場申請者が、上場後において上場有

価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い 11.ｄの規定に基づき本所

に提出する書類を本所が公衆の縦覧に供する

こと。 

  ｂ 新規上場申請者が、当該親会社等（継続開

示会社である場合を除く。）が有価証券報告

書に準じて作成した本所が適当と認める書類

を、上場後においても事業年度ごとに本所に

提出し、本所が公衆の縦覧に供すること。 

  ｃ 新規上場申請者が、当該親会社等に関する

事実等の会社情報のうち、新規上場申請者の

経営に重大な影響を与えるものを投資者に対

して適時、適切に開示すること。 

 

５．その他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項 

(1) 株主の権利内容及びその行使の状況が、次の

①及び②に掲げる事項その他の事項から、公益又
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株券上場審査基準第２条 株券上場審査基準の取扱い１．（２） 

は投資者保護の観点で適当と認められること。 

 ① 株主の権利内容及びその行使が不当に制限

されていないこと。 

 ② 新規上場申請者が買収防衛策を導入してい

る場合には、企業行動規範に関する規則第 10

条各号に掲げる事項を尊重していること。 

(2) 新規上場申請者の企業グループが、経営活動

や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を

抱えていないこと。 

(3) 新規上場申請者の企業グループが反社会的勢

力による経営活動への関与を防止するための社

内体制を整備し、当該関与の防止に努めている

こと及びその実態が公益又は投資者保護の観点

から適当と認められること。 

(4) その他公益又は投資者保護の観点から適当と

認められること。 

 

 



9 

Ⅱ．株券（アンビシャス） 

 

株券上場審査基準第５条及び株券上場審査基準の取扱い４．に規定する以下の基準 

株券上場審査基準第５条 株券上場審査基準の取扱い４． 

１．企業内容、リスク情報等の開示の適正性 

企業内容、リスク情報等の開示を適正に行うこと

ができる状況にあること。 

 

２．企業の収益性 

損益及び収支の見通しが良好なものであること。

 

３．企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性 

 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適

切に整備され、機能していること。 

 

４．企業経営の健全性 

事業を公正かつ忠実に遂行していること。 

 

５．その他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項。 

以下の基準に適合していること。 

１．企業内容、リスク情報等の開示の適正性 

(1) 新規上場申請者の企業グループが、経営に重

大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管

理し、投資者に対して適時、適切に開示すること

ができる状況にあると認められること。また、内

部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められるこ

と。 

 

(2) 新規上場申請書類のうち企業内容の開示に係

るものについて、法令等に準じて作成されてお

り、かつ、次の①から③までに掲げる事項その他

の事項が、新規上場申請者及びその企業グループ

の業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載され

ていると認められること。 

 ① 新規上場申請者及びその企業グループの財

政状態・経営成績・資金収支の状況に係る分析

及び説明、関係会社の状況、研究開発活動の状

況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当

政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判

断上有用な事項 

 ② 新規上場申請者の事業年数の短さ、累積欠損

又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経

営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技

術の不確実性、特定の者からの事業運営上の支

援の状況等の投資者の投資判断に際して新規

上場申請者のリスク要因として考慮されるべ

き事項 

 ③ 新規上場申請者の企業グループの主要な事

業活動の前提となる事項に係る次のａからｄ

までに掲げる事項 

  ａ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項の内容 
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  ｂ 許認可等の有効期間その他の期限が法令

又は契約等により定められている場合には、

当該期限 

  ｃ 許認可等の取消し、解約その他の事由が法

令又は契約等により定められている場合に

は、当該事由 

  ｄ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項について、その継

続に支障を来す要因が発生していない旨及

び当該要因が発生した場合に事業活動に重

大な影響を及ぼす旨 

 

(3) 新規上場申請者の企業グループが、その関連

当事者その他の特定の者との間の取引行為又は

株式の所有割合の調整等により、新規上場申請

者の企業グループの実態の開示を歪めていない

こと。 

 

(4) 新規上場申請者が親会社等を有している場合

（上場後最初に終了する事業年度の末日までに

親会社等を有しないこととなる見込みがある場

合を除く。）には、当該親会社等の開示が有効

であるものとして、次の①又は②のいずれかに

該当すること。ただし、新規上場申請者と当該

親会社等との事業上の関連が希薄であり、かつ、

当該親会社等による新規上場申請者の株式の所

有が投資育成を目的としたものであり、新規上

場申請者の事業活動を実質的に支配することを

目的とするものでないことが明らかな場合は、

この限りでない。 

 ① 新規上場申請者の親会社等（親会社等に該当

する会社が複数ある場合には、新規上場申請者

に与える影響が最も大きいと認められる会社を

いうものとし、その影響が同等であると認めら

れるときは、いずれか一つの会社をいう。以下

このａ及びｂにおいて同じ。）が発行する株券

等が国内の金融商品取引所に上場されているこ
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と（当該親会社等が発行する株券等が外国の金

融商品取引所等において上場又は継続的に取引

されており、かつ、当該親会社等又は当該外国

の金融商品取引所等が所在する国における企業

内容の開示の状況が著しく投資者保護に欠ける

と認められない場合を含む。） 

 ② 新規上場申請者が、その経営に重大な影響を

与える親会社等（前①に適合する親会社等を除

く。）に関する事実等の会社情報を適切に把握

することができる状況にあり、当該親会社等が

次のａ又はｂ及びｃに掲げる事項に同意するこ

とについて書面により確約すること。 

  ａ 新規上場申請者が、上場後において上場有

価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則の規定に基づき本所に提出する

書類を本所が公衆の縦覧に供すること。 

  ｂ 新規上場申請者が、当該親会社等（継続開

示会社である場合を除く。）が有価証券報告

書に準じて作成した本所が適当と認める書

類を、上場後においても事業年度ごとに本所

に提出し、本所が公衆の縦覧に供すること。 

  ｃ 新規上場申請者が、当該親会社等に関する事実

等の会社情報のうち、新規上場申請者の経営に重

大な影響を与えるものを投資者に対して適時、適

切に開示すること。 

 

２．企業の収益性 

(1) 新規上場申請者の企業グループの最近におけ

る損益及び収支の水準を維持することができる

合理的な見込みがあるとき。 

 

(2) 新規上場申請者の企業グループの損益又は収

支が悪化している場合において、当該企業グルー

プの損益又は収支の水準の今後における回復が

客観的な事実に基づき見込まれるなど当該状況

の改善が認められるとき。 
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３．企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理

体制の有効性 

(1) 新規上場申請者の企業グループにおいて、効

率的な役員の適正な職務の執行に対する牽制及

び監査が実施され、有効に機能していることその

他の事項からその企業グループの役員の適正な

職務の執行を確保するための体制が相応に整備

され、適切に運用されている状況にあると認めら

れること。 

 

(2) 新規上場申請者及びその企業グループが経営

活動を有効に行うため、その企業グループの経営

活動の効率性及び内部牽制機能を確保するに当

たって必要な経営管理組織が、相応に整備され、

適切に運用されている状況にあることその他の

事項から、その内部管理体制が相応に整備され、

適切に運用されている状況にあると認められる

こと。 

 

(3) 新規上場申請者の企業グループの経営活動の

安定かつ継続的な遂行及び内部管理体制の維持

のために必要な人員が確保されている状況にあ

ると認められること。 

 

(4) 新規上場申請者の企業グループがその実態に

即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計

組織が、適切に整備、運用されている状況にある

と認められること。 

 

(5) 新規上場申請者の企業グループにおいて、そ

の経営活動その他の事項に関する法令等を遵守

するための有効な体制が、適切に整備、運用され、

また、最近において重大な法令違反を犯しておら

ず、今後においても重大な法令違反となるおそれ

のある行為を行っていない状況にあると認めら

れること。 
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４．企業経営の健全性 

(1) 新規上場申請者の企業グループが、次の①及

び②に掲げる事項その他の事項から、その関連当

事者その他の特定の者との間で、原則として、取

引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を

供与又は享受していないと認められること。 

 ① 新規上場申請者の企業グループとその関連

当事者その他の特定の者との間に取引が発生

している場合において、当該取引が取引を継続

する合理性を有し、また、取引価格を含めた取

引条件が新規上場申請者の企業グループに明

らかに不利な条件でないこと。 

 ② 新規上場申請者の企業グループの関連当事

者その他の特定の者が自己の利益を優先する

ことにより、新規上場申請者の企業グループの

利益が不当に損なわれる状況にないこと。 

 

(2) 新規上場申請者の役員の相互の親族関係、そ

の構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等と

の兼職の状況が、当該新規上場申請者の役員と

しての公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有

効な監査の実施を損なう状況でないと認めら

れること。この場合において、新規上場申請者

の取締役、会計参与又は執行役その他これらに

準ずるものの配偶者並びに二親等内の血族及

び姻族が監査役、監査委員その他これらに準ず

るものに就任しているときは、有効な監査の実

施を損なう状況にあるとみなすものとする。 

 

(3) 新規上場申請者が親会社等を有している場合

（上場後最初に終了する事業年度の末日まで

に親会社等を有しないこととなる見込みがあ

る場合を除く。）には、次の①から③までに掲

げる事項その他の事項から、新規上場申請者の

企業グループの経営活動が当該親会社等から

の独立性を有する状況にあると認められるこ

と。 
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 ① 新規上場申請者の企業グループの事業内容

と親会社等の企業グループの事業内容の関連

性、親会社等の企業グループからの事業調整の

状況及びその可能性その他の事項を踏まえ、事

実上、当該親会社等の一事業部門と認められる

状況にないこと。 

 ② 新規上場申請者の企業グループ又は親会社

等の企業グループが、原則として通常の取引の

条件と著しく異なる条件での取引等、当該親会

社等又は当該新規上場申請者の企業グループ

の不利益となる取引行為を強制又は誘引して

いないこと。 

 ③ 新規上場申請者の企業グループの出向者の

受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておら

ず、継続的な経営活動を阻害するものでないと

認められること。 

 

５．その他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項。 

(1) 株主の権利内容及びその行使の状況が、次の

①及び②に掲げる事項その他の事項から、公益又

は投資者保護の観点で適当と認められること。 

 ① 株主の権利内容及びその行使が不当に制限

されていないこと。 

 ② 新規上場申請者が買収防衛策を導入してい

る場合には、企業行動規範に関する規則第 10

条各号に掲げる事項を尊重していること。 

 

(2) 新規上場申請者の企業グループが、経営活動

や業績に重大な影響を与える係争又は紛争を

抱えていないこと。 

 

(3) 新規上場申請者の企業グループの主要な事業

活動の前提となる事項について、その継続に支

障を来す要因が発生している状況が見られな

いこと。 
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(4) 新規上場申請者の企業グループが反社会的勢

力による経営活動への関与を防止するための社

内体制を整備し、当該関与の防止に努めているこ

と及びその実態が公益又は投資者保護の観点か

ら適当と認められること。 

 

(5) その他公益又は投資者保護の観点から適当と

認められること。 

 

 


